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【 書 類 名 】 　 　 　 明 細 書
【 発 明 の 名 称 】 　 赤 目 緩 和 装 置 付 き カ メ ラ
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　
　 時 間 計 測 手 段 と 、
　 禁 止 す
る 手 段 と 、 を 有 す る カ メ ラ に お い て 、
　

　

こ と を 特 徴 と す る 赤 目 緩 和 装 置 付 カ メ ラ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 の 受 け 付 け を 禁 止 す る 時
間 を 短 く す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 赤 目 緩 和 装 置 付 カ メ ラ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 赤 目 緩 和 用 光 源 は ラ ン プ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 赤 目 緩 和 装 置 付 カ
メ ラ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の レ リ － ズ ス イ ッ チ お よ び 前 記 第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ が 、 ２ 段 階 の ス イ ッ チ
で 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 す る 請 求 項 １ 記 載 の 赤 目 緩 和 装 置 付 カ メ ラ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 赤 目 緩 和 装 置 付 カ メ ラ の 赤 目 緩 和 装 置 の シ － ケ ン ス に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
　 従 来 カ メ ラ の 赤 目 緩 和 装 置 使 用 時 の レ リ － ズ タ イ ミ ン グ は 、 レ リ － ズ ス イ ッ チ が 第 １ ス
ト ロ － ク と 第 ２ ス ト ロ － ク で オ ン す る ス イ ッ チ を 有 す る カ メ ラ で 、 第 １ ス ト ロ － ク ス イ ッ

第 １ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 に 応 じ て プ リ 照 射 を 開 始 す る 赤 目 緩 和 用 光 源 と 、
第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 に 応 じ て 照 射 す る 閃 光 発 光 装 置 と 、

前 記 プ リ 照 射 を 開 始 後 の 所 定 時 間 、 第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 の 受 け 付 け を

前 記 第 １ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 が 解 除 さ れ た 後 、 再 び 操 作 さ れ る ま で の 時 間 を 計 測
す る 計 時 手 段 と 、

予 め 設 定 さ れ た 時 間 よ り も 、 前 記 計 時 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 時 間 が 短 い 場 合 に 、 前 記 第
２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 の 受 け 付 け を 禁 止 す る 時 間 を 変 更 さ せ る 禁 止 時 間 変 更 手 段 と
、 を 備 え る

前 記 禁 止 時 間 変 更 手 段 は 、



チ が オ ン さ れ る と 赤 目 緩 和 用 プ リ 照 射 光 源 が 点 灯 す る と 同 時 に 所 定 時 間 （ Ｔ １ ） 以 上 経 過
し な い と 第 ２ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ が オ ン さ れ て も 第 ２ ス ト ロ － ク を 受 け つ け な い 。 又 、 第
１ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ を 押 し っ ぱ な し で 、 所 定 時 間 （ Ｔ １ ） 経 過 に か か わ ら ず 、 第 １ ス ト
ロ － ク ス イ ッ チ が オ フ さ れ る と 、 タ イ マ － を リ セ ッ ト し 、 再 度 、 第 １ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ
を オ ン し た 時 に 、 所 定 期 間 （ Ｔ １ ） を 計 測 し 、 そ の 間 第 ２ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ を 受 け つ け
な い よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
　 し か し な が ら 、 上 記 従 来 例 で は 、 レ リ － ズ ス イ ッ チ を １ 度 オ フ す る と 、 赤 目 緩 和 用 プ リ
照 射 光 源 点 灯 時 間 の タ イ マ － を リ セ ッ ト す る よ う に 構 成 さ れ て い る 為 に 、 第 １ ス ト ロ － ク
、 第 ２ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ を オ ン し て も 、 赤 目 緩 和 モ － ド 時 は 、 所 定 時 間 プ リ 照 射 光 源 を
点 灯 さ せ る 時 間 の レ リ － ズ 動 作 ま で の タ イ ム ラ グ が 発 生 す る 欠 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ち な み に 、 所 定 時 間 （ Ｔ １ ） は 、 人 物 の 瞳 孔 の 大 き さ が 最 小 と な る よ う に １ 秒 ～ ２ 秒 程
度 の 時 間 を 必 要 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 出 願 に 係 る 発 明 の 目 的 は 、 赤 目 緩 和 装 置 を 使 用 時 に 、 レ リ － ス タ イ ム ラ グ を 少 な く す
る こ と の で き る 赤 目 緩 和 装 置 付 カ メ ラ を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　

【 ０ ０ ０ ７ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 図 １ 、 図 ２ は 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 及 び そ の 動 作 を 示 す フ ロ － チ ャ －
ト で あ る 。 図 １ に お い て 、 １ は 電 源 で あ る と こ ろ の 電 池 、 ２ は カ メ ラ の 動 作 を 制 御 す る Ｃ
Ｐ Ｕ 、 ３ は 第 １ と 第 ２ の ス ト ロ － ク を 有 す る レ リ － ズ ス イ ッ チ に お け る 第 １ の ス ト ロ － ク
で オ ン す る ス イ ッ チ 、 ４ は 前 記 レ リ － ズ ス イ ッ チ の 第 ２ の ス ト ロ － ク で オ ン す る ス イ ッ チ
、 ５ は 赤 目 緩 和 用 プ リ 照 射 用 光 源 で あ る ラ ン プ 、 ６ は 光 源 で あ る ラ ン プ ５ を 駆 動 す る ト ラ
ン ジ ス タ 、 ７ は ト ラ ン ジ ス タ ６ の ベ － ス と エ ミ ッ タ 間 の プ ル ア ッ プ 用 の 抵 抗 、 ８ は ト ラ ン
ジ ス タ ６ の ベ － ス 電 流 制 限 用 抵 抗 、 ９ は 時 間 を 計 時 す る 計 時 手 段 、 １ ０ は カ メ ラ の 閃 光 発
光 装 置 （ ス ト ロ ボ ） 、 １ １ は カ メ ラ の 各 ア ク チ ェ － タ を 駆 動 す る ア ク チ ェ － タ 駆 動 手 段 、
１ ２ は 主 被 写 体 の 輝 度 を 測 光 す る 測 光 手 段 、 １ ３ は カ メ ラ に 必 要 な デ － タ を 記 憶 す る 記 憶
手 段 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 の 構 成 に お い て 、 図 ２ の フ ロ － チ ャ － ト に 従 っ て 本 発 明 の シ － ケ ン ス を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 な お 、 図 ２ の ス テ ッ プ を “ Ｓ ” と 略 す 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま ず 、 Ｓ １ ０ １ は 、 図 １ 中 の ス イ ッ チ ３ の 確 認 を 行 う 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ス イ ッ チ ３ が オ ン さ れ る と Ｓ １ ０ ２ へ 進 む 。 ま た 、 ス イ ッ チ ３ が オ フ の 場 合 は 、 ス イ ッ
チ ３ が オ ン さ れ る ま で Ｓ １ ０ １ で 待 機 状 態 と な る 。 Ｓ １ ０ ２ で は 、 図 １ 中 の 測 光 手 段 １ ２
を 利 用 し 、 主 被 写 体 の 輝 度 を 測 光 す る 。 Ｓ １ ０ ３ で は 、 Ｓ １ ０ ２ で 得 ら れ た 測 光 値 を 、 あ
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本 発 明 の 赤 目 緩 和 装 置 付 き カ メ ラ は 、 第 １ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 に 応 じ て プ リ 照 射
を 開 始 す る 赤 目 緩 和 用 光 源 と 、 第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の 操 作 に 応 じ て 照 射 す る 閃 光 発 光
装 置 と 、 時 間 計 測 手 段 と 、 前 記 プ リ 照 射 を 開 始 後 の 所 定 時 間 、 第 ２ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ の
操 作 の 受 け 付 け を 禁 止 す る 手 段 と を 有 す る カ メ ラ に お い て 、 前 記 第 １ の レ リ ー ズ ス イ ッ チ
の 操 作 が 解 除 さ れ た 後 、 再 び 操 作 さ れ る ま で の 時 間 を 計 測 す る 計 時 手 段 と 、 予 め 設 定 さ れ
た 時 間 よ り も 、 前 記 計 時 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 時 間 が 短 い 場 合 に 、 前 記 第 ２ の レ リ ー ズ ス
イ ッ チ の 操 作 の 受 け 付 け を 禁 止 す る 時 間 を 変 更 さ せ る 禁 止 時 間 変 更 手 段 と を 備 え る も の で
あ る 。



ら か じ め 設 定 し て あ る 輝 度 と 比 較 し 、 明 る い か 暗 い か を 判 断 す る 。 明 る い 場 合 は 、 Ｓ １ １
９ へ 進 む 。 暗 い 場 合 は 、 Ｓ １ ０ ４ へ 進 む 。 Ｓ １ ０ ４ で は 、 主 被 写 体 輝 度 が 暗 い と 判 断 し た
た め 、 図 １ 中 の 閃 光 発 光 装 置 １ ０ へ の 充 電 を 行 う 。 次 に 、 Ｓ １ ０ ５ へ 進 み 、 ま ず 、 図 １ 中
の デ － タ 記 憶 手 段 １ ３ の タ イ マ － （ 計 時 ） デ － タ を リ セ ッ ト す る 。 こ こ で の タ イ マ － デ －
タ を 仮 に 、 Ｔ １ ’ と す る と 、 Ｔ １ ’ を “ ０ ” に 設 定 す る 。 Ｓ １ ０ ６ で は 、 赤 目 緩 和 に 効 果
の 有 る 時 間 （ あ ら か じ め 設 定 し て あ る 時 間 ） を タ イ マ － 打 ち 切 り 時 間 Ｔ １ と し て 設 定 す る
。 Ｓ １ ０ ７ で は 、 Ｓ １ ０ ６ で の 所 定 時 間 と 、 Ｓ １ ０ ５ で の タ イ マ － デ － タ Ｔ １ ’ を 計 算 し
、 再 度 Ｔ １ と し て 設 定 し な お す 。 こ れ は 、 初 期 の 動 作 で は Ｓ １ ０ ６ と 、 Ｓ １ ０ ７ の Ｔ １ と
い う 時 間 が 同 じ と な る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 計 算 式 は 、 Ｔ １ ＝ Ｔ １ － Ｔ １ ’
　 こ こ で Ｔ １ ’ ＝ “ ０ ” で あ る 為 、 Ｔ １ ＝ Ｔ １ と な る 。 そ れ と 同 時 に タ イ マ － を ス タ － ト
さ せ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 Ｓ １ ０ ８ で は 、 図 １ 中 の 赤 目 緩 和 用 プ リ 照 射 光 源 で あ る ラ ン プ ５ を 点 灯 さ せ る 。 Ｓ １ ０
９ で は 、 ラ ン プ 点 灯 後 、 主 レ リ － ズ ス イ ッ チ で あ る 図 １ 中 の 第 ２ ス ト ロ － ク ス イ ッ チ ４ が
オ ン さ れ た か 否 か を 判 断 す る 。 こ の 状 態 で オ ン の 場 合 は 、 Ｓ １ １ ０ へ 進 み 、 オ フ の 場 合 は
、 Ｓ １ １ １ へ 進 む 。 Ｓ １ １ ０ で は 、 Ｓ １ ０ ７ で 設 定 し た タ イ マ － デ － タ Ｔ １ 時 間 が 完 了 し
た か 否 か を 判 断 し 、 完 了 時 は Ｓ １ １ ７ へ 進 む 。 未 完 了 時 は Ｓ １ ０ ８ へ 戻 る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 Ｓ １ １ ７ に 進 む と ラ ン プ ５ を 消 灯 し 、 Ｓ １ １ ８ へ 進 む 。 Ｓ １ １ ８ で は 、 カ メ ラ の 主 レ リ
－ ズ 動 作 を 行 い 、 Ｓ １ ２ ０ へ 進 む 。 Ｓ １ ２ ０ で は 、 Ｓ １ ０ ５ 、 １ ０ ６ で 設 定 さ れ て い る Ｔ

１ ’ 及 び Ｔ １ タ イ マ － を リ セ ッ ト し 、 初 期 の ス イ ッ チ 受 け 付 け 待 機 状 態 に 戻 る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ れ は 、 赤 目 緩 和 機 能 を 通 常 動 作 さ せ た 場 合 の 主 レ リ － ズ 動 作 で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 Ｓ １ ０ ３ に お い て 、 Ｓ １ ０ ２ で 得 ら れ た 測 光 値 が 予 め 設 定 し て あ る 輝 度 と 比 較 し
て 明 る い と 判 断 し た と き は 、 Ｓ １ １ ９ に 進 み 、 閃 光 発 光 装 置 を 用 い ず に レ リ － ズ 動 作 を 行
う （ Ｓ １ １ ９ ） 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 に 、 本 発 明 の 特 徴 で あ る シ － ケ ン ス を 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 ２ 中 の Ｓ １ ０ ９ で 、 主 レ リ － ズ 動 作 開 始 用 の ス イ ッ チ で あ る ス イ ッ チ ４ が オ フ の 場 合
Ｓ １ １ １ へ 進 む 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 Ｓ １ １ １ で は 、 第 １ ス ト ロ － ク で オ ン す る ス イ ッ チ ３ が オ ン さ れ て い る か ど う か を 判 断
す る 。 オ ン の 場 合 は 、 Ｓ １ ０ ８ へ 戻 り 、 オ フ の 場 合 は 、 Ｓ １ １ ２ へ 進 む 。 こ こ で 、 Ｓ １ ０
８ ～ Ｓ １ １ １ で は 、 ス イ ッ チ ３ が オ ン さ れ て 、 か つ 、 ス イ ッ チ ４ が オ フ の 時 に 、 次 に ス イ
ッ チ ３ が オ フ さ れ る か ス イ ッ チ ４ が オ ン さ れ る か を 待 機 し て い る 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 次 に 、 Ｓ １ １ ２ で は 、 ス イ ッ チ ３ が オ フ さ れ た た め に 、 赤 目 緩 和 用 光 源 で あ る 図 １ 中 の
ラ ン プ ５ を 消 灯 す る 。 Ｓ １ １ ３ で は 、 に お い て タ イ マ － で カ ウ ン ト し た 時 間 Ｔ １

’ を 図 １ 中 の デ － タ 記 憶 手 段 １ ３ に 入 力 す る 。 こ れ は 、 ス イ ッ チ ３ が 押 さ れ 保 持 さ れ た 時
間 （ 赤 目 緩 和 用 光 源 が 点 灯 し て い た 時 間 と ほ ぼ 等 し い ） と な る 。 Ｓ １ １ ４ で は 、 時 間 Ｔ 2

で 設 定 し た タ イ マ － を ス タ － ト さ せ る 。 Ｓ １ １ ５ で は 、 Ｔ ２ で 設 定 し た タ イ マ － の カ ウ ン
ト 時 間 が 完 了 し た か ど う か を 判 断 し 、 完 了 の 場 合 は Ｓ １ ２ ０ へ 進 み 、 再 度 初 期 状 態 と な る
。 未 完 了 の 場 合 は 、 Ｓ １ １ ６ へ 進 む 。 Ｓ １ １ ６ で は 、 図 １ 中 の ス イ ッ チ ３ が オ ン か オ フ か
を 判 断 す る 。 オ フ の 時 は 、 Ｓ １ １ ５ へ 戻 る 。 オ ン の 場 合 は 、 Ｓ １ ０ ７ へ 進 む 。 こ の Ｓ １ １
４ ～ Ｓ １ １ ６ で は 、 図 １ 中 の ス イ ッ チ ３ が １ 度 オ フ さ れ て か ら 再 度 オ ン さ れ る ま で の 時 間
が 、 Ｔ ２ で 設 定 し た タ イ マ － よ り も 大 き い か 小 さ い か を 判 断 す る よ う に し て い る 。 Ｓ １ １
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Ｓ １ ０ ７



６ で オ ン の 場 合 の Ｓ １ ０ ７ は 、 Ｔ １ ＝ Ｔ １ － Ｔ １ ’ を 設 定 す る 。 つ ま り 、 Ｔ １ は 、 赤 目 緩
和 の 効 果 に 必 要 な 時 間 、 Ｔ １ ’ は 、 赤 目 緩 和 の 効 果 時 間 よ り 短 期 間 、 赤 目 緩 和 用 光 源 を オ
ン し て い た 時 間 で あ り 、 前 回 の 設 定 し て い た 時 間 Ｔ １ の タ イ マ － 時 間 よ り も 短 い 時 間 で 、
時 間 Ｔ １ で 設 定 し た タ イ マ － を 設 定 す る こ と に な る 。 上 記 、 フ ロ － チ ャ － ト を 、 タ イ ミ ン
グ チ ャ － ト で 表 わ し た 図 が 図 ３ で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま ず 、 左 端 か ら 通 常 動 作 、 本 発 明 の 第 １ の 動 作 、 本 発 明 の 第 ２ の 動 作 を 示 す 。 図 ３ に お
い て 、 通 常 は ス イ ッ チ ３ の オ ン と ほ ぼ 同 時 に 、 赤 目 緩 和 用 光 源 を 所 定 の 効 果 の あ る 時 間 （
Ｔ １ ） 点 灯 さ せ 、 ス イ ッ チ ４ の オ ン 確 認 後 、 主 撮 影 動 作 を 行 う 。 こ れ に よ り 、 図 ４ 中 の ａ
に 示 す よ う な 、 主 被 写 体 の 瞳 孔 の 絞 り 具 合 と な り Ｔ １ 時 間 後 の 撮 影 で 最 小 径 と な る よ う に
す る 。 次 に 、 本 発 明 の 第 １ の 動 作 と し て 、 図 １ 中 の ス イ ッ チ ３ が Ｔ １ ’ 時 間 少 し 押 さ れ た
時 に ほ ぼ 同 時 に 図 １ 中 の 赤 目 緩 和 用 光 源 で あ る ラ ン プ ５ が Ｔ １ ’ 時 間 点 灯 す る 。 こ の 後 、
図 １ 中 の ス イ ッ チ ４ が 押 さ れ る 前 に 、 ス イ ッ チ ３ が オ フ さ れ た 場 合 に 、 時 間 Ｔ ２ で 設 定 し
た タ イ マ － を ス タ － ト さ せ 、 所 定 の 時 間 Ｔ ２ 経 過 よ り も 前 に 再 度 ス イ ッ チ ３ が 押 さ れ る と
、 次 に 赤 目 緩 和 の 効 果 に 必 要 な 点 灯 時 間 を 短 く す る 。 こ こ で は 、 Ｔ １ － Ｔ １ ’ の 時 間 分 が
赤 目 緩 和 用 光 源 の プ リ 照 射 点 灯 時 間 と な り 撮 影 動 作 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ れ は 、 図 ４ の ｂ に 示 す よ う に Ｔ １ ’ 光 源 点 灯 後 、 Ｔ ２ 時 間 ま で は 、 人 間 の 瞳 孔 は 、 絞
る と い う 特 徴 が あ る 為 、 Ｔ ２ 時 間 内 に 再 度 赤 目 緩 和 用 光 源 を 点 灯 さ せ る 場 合 は 、 瞳 孔 の 最
初 絞 り と な る ま で の 時 間 が 短 く な る 。 こ の 時 間 を 、 も と も と の Ｔ １ 時 間 よ り も 短 く 出 来 る
。 こ こ で は 、 Ｔ １ － Ｔ １ ’ に 設 定 し て い る 。 次 に 本 発 明 の 第 ２ の 動 作 と し て 、 ス イ ッ チ ３
が オ フ 後 （ 赤 目 緩 和 用 光 源 消 灯 後 ） Ｔ ２ 時 間 以 上 経 過 す る と 、 人 間 の 瞳 孔 は 再 び 開 く 方 向
へ 行 き 、 赤 目 緩 和 用 光 源 の 点 灯 さ せ る 前 の 状 態 の 瞳 孔 径 と 同 じ 大 き さ に な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 為 に 、 Ｔ ２ 以 上 経 過 す る と 、 通 常 の 動 作 と 変 わ ら ず 、 Ｔ １ 時 間 の 撮 影 ま で の タ イ ム
ラ グ （ 光 源 点 灯 時 間 ） が 必 要 と な る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 効 果 と し て 、 赤 目 緩 和 の 効 果 を 最 大 に 引 き 出 し 、 か つ 、 不 要 な 撮 影 タ イ
ム ラ グ を な く す こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 と の 対 応 】
　 実 施 の 形 態 に お け る ラ ン プ ５ は 、 赤 目 緩 和 用 プ リ 照 射 光 源 に 相 当 し 、 計 時 手 段 ９ が 、 時
間 計 測 種 段 位 相 当 し 、 ま た 、 レ リ － ズ ス イ ッ チ の う ち 第 １ の ス ト ロ － ク で オ ン す る ス イ ッ
チ ３ は 、 レ リ － ズ ス イ ッ チ の 第 １ の ス イ ッ チ に 相 当 し 、 第 ２ の ス ト ロ － ク で オ ン す る ス イ
ッ チ ４ は 、 第 ２ の ス イ ッ チ に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 を 示 す 回 路 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る フ ロ － チ ャ － ト で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る タ イ ミ ン グ チ ャ － ト で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 を 説 明 す る グ ラ フ で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１  電 池
２  Ｃ Ｐ Ｕ
３ ， ４  ス イ ッ チ
５  ラ ン プ
６  ト ラ ン ジ ス タ
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本 発 明 に よ れ ば 、 赤 目 緩 和 装 置 を 使 用 時 に レ リ － ズ タ イ ム ラ グ が
減 少 で き 、 シ ャ ッ タ － チ ャ ン ス を 逃 さ な く な る 効 果 が あ る 。



７ ， ８  抵 抗
９  計 時 手 段
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１ １  ア ク チ ェ － タ 駆 動 手 段
１ ２  測 光 手 段
１ ３  デ － タ 記 憶 手 段

(5) JP 2000-56369 A5 2005.7.28


	header
	written-amendment

